
　１．はじめに

　現在、ほとんどの事柄は「経済」というある一定

の価値観の下に各種判断が実施されている。しかし、

あらゆる事象が地球的規模で影響し合うような現代

においては、世界共通の価値観と同時に、生存性を

高めるため多様な価値観が求められているものと言

える。そのため、「環境」を新しい評価軸として検

討する必要があり、利潤追及を主目的とする私企業

でも、従来の主要な評価軸としての「経済性」と新

しい評価軸として“環境”の性質等を示す「環境性

（仮称）」とをどう調和させていくかということが、

事業の継続に必須となり、その一つとしてＩＳＯ

１４０００シリーズの取得が重要となっている２１）。こ

れらは一種の公的な資格として、環境に関する社会

的な責務を果たしているかの判断基準となっている。

　１９９４年に発効した国連気候変動枠組条約の締結国

会議が１９９７年に地球温暖化防止京都会議として開催

され、温室効果ガスの国別削減割り当てが行われた。

温室効果ガスの代表である二酸化炭素固定方法に関

し各種の提案が行われている。しかし、多くが実験

室レベルであり、①真の固定（大気中から除外）、②

数十年程度の固定期間、③環境に対し低負荷、④経

済的利点有・社会的制約少、⑤効率性等という条件

の中では、実用的手法としては緑化しかない。そこ

で、緑化による二酸化炭素吸収固定量を算定するネ

ット方式が採用され、排出権を売買する市場創設等

が行われつつある。各国では省エネルギー施策、リ

サイクルや植林が推進されており、我が国において

も１９９８年１０月に地球温暖化対策推進法が制定され、

各種対策の推進が行われている１，２８）。

　このような中で、道路空間においても、緑化によ
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道路緑化による環境の保全と創造

小澤徹三＊

　道路緑化による環境保全効果について概説し、発生源に近い沿道における地球温暖化防

止効果について試算を行った。さらに、これらの効果を最大限には発揮させるため、エネ

ルギー利用等を含めた樹木品質管理システムとしてのＩＳＯ１４０００の活用等について検討を

加えた。また、実際の緑化工法の対象となる、法面や環境施設帯、そしてそれらを含めた

道路林についての技術的課題及び対策工法について検討を行った。
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る各種効果を利用した沿道環境保全対策等が実施さ

れている。そこで、その概要を示すとともに二酸化

炭素吸収効果について整理するものとする。

　２．緑化の効果

　道路緑化には、大別すると、環境保全効果、景観

向上効果、安全向上効果の三つの主要な効果がある

が（Fig.1）、単一の機能を目的とした緑化はきわめ

て希であり、多くは複数の効果を有している２７）。

特に詳細に見ると、「地球温暖化防止」や「大気浄

化」「生態系保全」「景観調和」等の機能は全ての

道路緑化に共通するものである。また、ここに示し

た機能には「遮蔽」や「緑陰形成」のように道路緑

化の直接の目的となるものもあるが、「衝撃緩和」

等のように直接の目的とはならないが副次的、間接

的に期待される効果もある。

　２－１　環境保全効果

　道路環境対策の根本は、発生源である車側で行わ

れなければならない。しかし、技術上や社会上等の

理由により、道路側で行われることがある。主に遮

音壁や環境施設帯の設置が行われるが、近年、緑化

による各種の効果が注目されている。

１）地球温暖化防止

　大気中におけるＣＯ２ の増大、温室効果により地球

温暖化を招き、異常気象等の形で地球環境に影響を

及ぼすことが懸念されている。このため、大気中の

ＣＯ２ 削減に向けてさまざまな対策が検討されている

が、樹木には光合成活動により大気中のＣＯ２を有機

物として固定する働きがあることから、緑化により

大気中のＣＯ２を削減することに繋がる。しかし、植

物が枯死し有機物から無機物に分解するとＣＯ２を大

気中に放出するため、緑化による固定はＣＯ２ ストッ

ク効果と呼ばれる４）。このため、大気中のＣＯ２を削

減するには一旦固定されたＣＯ２ が有機物の形で維持

される必要があり、草本のように生産と分解を毎年

繰り返す植物には、そのままではＣＯ２ ストック効果

は期待できないため、樹林化が求められる。

２）大気浄化

　植物の呼吸作用や吸着作用によって大気を浄化し、

自動車交通による大気汚染の影響を緩和するもので

ある。植物が大気中のＮＯ２ 等のガスを吸収し、浮遊

粉塵についても枝葉に吸着の後、降雨によって洗い

流され、さらに、上空に拡散させる効果も期待でき

る。大気浄化効果については、すでに環境庁や建設

省での試算があり、光合成活動等に伴う効果として

把握されている７，２６，３１）。すなわち、従来の拡散効

果に加え、緑化では窒素酸化物や粉塵等の吸収吸着

効果が上乗せして期待でき、これらの効果の定量化

が進んでいるのが現状である２６）。

３）騒音低減

　自動車交通騒音に対して道路植栽が障壁となるこ

とにより、その低減をもたらすものである。交通騒音

低減効果については幅２０ｍに針葉樹を植栽した試験

で約４デシベルの騒音低減効果があると三澤（１９８２）
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Fig. 1　道路緑化の効果



が報告している２２）。物理的な低減効果については、

定量的な評価の確立まで至っておらず、視覚的心理

的な効果であるマスキング効果も含めた総合的な効

果として評価されるものである。

４）気象調整

　道路建設に伴う地形の改変等により、風の吹込み

や日照の入込みによる林内の乾燥が生じることがあ

る。それらを緩和させるため、代表的な例として、

ソデ・マント群落（林縁の開放された部分に袖状お

よびマント状に生育し森林外部からの影響を緩和す

る効果を有する群落）２９）の植栽が挙げられる。

　切土法面等の新規林縁部は、直接的には改変され

なくても、地下水の低下や日光の直射、通風等が急

激に変化し、次第に森林が後退したり、森林内にあ

る地上付近の植物の種類等が変化する等の影響を受

け、動物相も変化することがある。この影響範囲に

ついては、現在得られている知見によれば、暖温帯

で２０～３０ｍ、冷温帯で３０～５０ｍと考えられている３）。

林縁植栽はそのような影響を緩和するため、事前に

ソデ・マント群落を形成させるものである。実際の

現場で施工され、周辺環境に対し明白な影響は大方

認められていない２３，２６）。

５）緑陰形成

　樹木の枝葉が上空を覆うことによって寒暖や乾湿

等の変化を緩和し、快適な空間を提供する機能であ

る。夏期の直射日光を遮る直接的な効果の他、路面

温度の上昇や照り返しを枝葉で防ぐ効果に、葉の蒸

散活動に伴う気化熱の収奪効果が加わって、道路周

辺の気温上昇を抑えるものである １８，３０）。

６）生態系保全

　土工造成後の法面等の道路緑地には、自然復元・

創出のため緑化され、成長に伴い周辺と調和するよ

うな樹林を形成する。このような帯状の創造復元さ

れた自然が、周辺の自然環境と一体となって多くの

既存の自然を線的に結びつけ、ビオトープ・ネット

ワーク（生態系のネットワーク）としての機能を果た

すようになる。日光宇都宮道路では、このような樹

林の形成に加え、盛土法面の衣土として表土が利用

されており、施工後の追跡調査によると、表土中に

含まれていた周辺植物の種子が発芽・生育し、植栽

木と併せて樹林を形成するに至っている。その結果、

多様な生物の生息・利用空間として機能しているこ

とが確認されている３，２３，２６）。

　また、都市域の中央自動車道三鷹バリア付近の環

境施設帯では、植物で１４５種、鳥類では樹木性のコ

ゲラ、シジュウカラや樹林内の藪に生息するウグイ

ス等１１種、昆虫類では７５種を確認し、周辺地域より

生息種が多く、良好な樹林環境の形成が報告されて

いる２）。このように部分的ではあるが、効果の定

量的評価が行われている事例もある。

　２－２　景観向上

　道路緑化による景観向上機能は、「遮蔽」や「景

観調和」のように景観の修復や調整を図るものと、

「景観強調」や「景観統合」のように景観を演出する

ものとがある２５）。これらの機能は付随的に利用さ

れる場合がある。

　２－３　安全向上

　車道の線形に沿って規則的な緑化による自動車運

転者の視線を誘導しあるいは道路の線形を予知させ

る「視線誘導」、対向する自動車の前照灯からの光

線を遮る「遮光」、衝突による衝撃を樹木のしなや

かさで吸収する「衝撃緩和」、樹林の防風効果で雪

や砂の道路内への飛散を防止する「飛砂・地吹雪防

止効果」、斜面における積雪や転石の滑落を樹林の

杭抑止効果で防止する「雪崩等防止効果」、根系や

落枝・落葉による斜面等での「侵食防止効果」等が

ある１４，２５）。

　３．緑化による二酸化炭素吸収

　各種効果の中で近年注目されているのがＣＯ２ 固定

効果であるが、固定のみでなく、利用を含めた実際

的な運用が可能なシステムを構築する必要がある。

　３－１　光合成（太陽エネルギーの固定）

　石炭や石油は動植物遺体を原料としており、多く

のエネルギーは過去及び現在において太陽エネルギ

ーに由来・依存している。動植物の生命活動の基礎

となる光合成は、太陽光、ＣＯ２と水から炭水化物を

生産・蓄積し、常温・常圧の化学反応により環境に

負荷を与えない２８）。すなわち、植物は光合成によ

り太陽エネルギーを多糖類の形で閉じこめ、これに

より生態系の物質循環が維持されるため、緑化はエ

ネルギー上の観点からも評価可能と言える２０）。

　草本類は１～２年程度で枯死するが、樹木（高木）

は成長結果として枝・幹根の重量等が年輪となり毎

年増大しており、ＣＯ２と水から形成されている樹木

は枝・幹・根の重量を測定することにより、固定さ

れた太陽エネルギー量を算定することができる。

ＣＯ２の１分子を固定すると４７７ｋＪ（１１４ｋｃａｌ）の太陽エ

ネルギーを炭水化物の形で閉じこめることになる。

　３－２　ＣＯ２（エネルギー）固定量等の算定
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　道路緑化樹木の幹・枝・根（非同化器官）の乾燥

重量の測定により全ＣＯ２ 固定量（ストック）を算定し、

年輪解析により年間ＣＯ２ 固定量を知ることが可能と

なる（Fig.2）４，８）。ただし、本来は対数相関が最も相

関係数が高いが（ｒ２＝０．９４９， ｎ＝８７）、計算を単純化

するため一次回帰式とした（ｒ２＝０．８５６）。

　高木（３ｍ）の年輪幅で年間５ｍｍの成長が行われ

ると胸高直径が約３．８ｃｍから４．８ｃｍに変化し、相関

式により約１２ｋｇ･ＣＯ２／年・本となる。そこで、盛土

法面（幅１０ｍ×延長１００ｍ×上下線２）に高木（３ｍ）

を緑化すると、最大で約１，０００本／１００ｍ（０．１ｈａ）で

約１２ｔ／年･１００ｍ（０．１ｈａ）のＣＯ２固定量になる（１ｈａ当

りでは約５，０００本／ｈａの本数で約４０～６０ｔ／年・ｈａの

ＣＯ２固定量）。交通量３万台／日で約１００～２００ｔ･ＣＯ２
／年･１００ｍの発生量と推定されるため６）、１００ｍ当

りの道路内のＣＯ２固定収支は約５～１０％程度と考え

られる。また、呼吸に伴い窒素酸化物を吸収・無毒

化するという利点があり、同様な算定手法で行うと、

約１～２ｔ／年・ｈａの窒素酸化物固定量７）となる。

騒音防止等を含め一つひとつの効果は大きくはない

が総合的に大きな効果を発揮するのが緑化であると

言える２１）。また、土壌改良・管理等による良好な

成育状況の確保や環境施設帯の設置等により、一層

の固定量の確保が可能と言える ５，１１，１３）。

　樹木の成長量変化はＳ字曲線となり、３０～５０年経

過すると年間成長量の低下が生じるため、樹木の更

新により固定効率を維持し、固定されたＣＯ２である

植物体は固体として長期ストックを行うか化石燃料

の代替資源等として有効利用することが必要となる。

想定する高木の形状寸法・成長量・密度等により、

固定量は異なってくるため、成長を最大にするよう

な環境条件を整えるように、樹木の成育評価や土壌

改良・土壌管理等の技術を体系化した樹木品質管理

システムを整備していくことが重要となる１２，２０）。

　３－３　樹木品質管理技術

　樹木の品質管理を行うため、次のようなサイクル

で実施していく必要がある１２，１３，２１）。

�成育評価（現況および対策後の成育評価、密度管理

等）

�植栽作業（病虫害防除、ツル切りおよび除草等）

�土壌管理（施肥、耕耘、表面排水およびマルチング

等）

�土壌改良（客土、排水および土壌改良材混入等）

　�の成育評価から始まり、必要に応じて、�～�

の対策を経て、さらに�の対策評価を行うこととな

るため、通常点検管理としての成育評価が重要とな

る。また、全体の対策と評価の関連を整理し、体系

化する作業が求められる。

　３－４　樹木品質（環境）管理システム

　品質管理システムの基本として、産業界ではＩＳＯ

９０００ｓが基準になりつつある。ＣＯ２ 固定を中心とする

緑化事業においても、ＩＳＯ９０００ｓの環境版であるＩＳＯ

１４０００ｓの手法を用いて全体の品質・環境管理を実施

するのが効率的な手法であると考えられる２１）。

　ＩＳＯ１４０００ｓを実行する上では、①省資源・省エネ

ルギー、②廃棄物削減、③リサイクルが中心となる

ものと想定され、この項目で共通的な性質は①の概

念を広く捉えた「広義の省エネルギー」である。す

なわち、あらゆる生命活動や生産活動は使用エネル

ギー量の大小、すなわち、化石燃料の使用量とＣＯ２
発生量に集約されるため、これらの使用量や発生量

の減少が必要になる。緑化ではほぼ一方的にＣＯ２発

生量が減少することとなる。そのため、樹木の品質

管理により、次のような効果が期待される。

�ＣＯ２を固定するためには実質的に唯一の方法であ

り、ＩＳＯ１４０００ｓ実践上ＣＯ２減少量として計上でき

る光合成活動を環境マネジメントシステムの中で

活用可能である。

�肥大成長による年輪が生じると同時にそれらがエ

ネルギー源等としてリサイクル可能であり、「継

続的な環境改善」というＩＳＯ１４０００ｓの基本的な精

神に対応している１６）。

�三者機関による評価・公表が行われるため、環境

保全活動とその定量的な検証が容易になる。

　４．沿道環境保全手法

　沿道環境保全は、目的により主に二種類に大別さ

れる。一つは生活環境であり、残りは自然環境であ

る。生活環境保全手法としては環境施設帯や遮音壁
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があり、自然環境保全は重要な自然環境地を回避す

る手法が主流である１７，３０）。しかし身近な自然環境

の保全も重要になりつつある現状においては、より

積極的な手法が求められている。また、自然環境施

設帯とも言える道路林等の造成が考えられる１７）。

　生活環境保全のための緑化は、遮蔽や騒音低減、

大気浄化等の機能に対応するため、年間を通して機

能が発揮できることから常緑樹が主体となりがちで

ある２５）。しかし、落葉樹を混じえた明るく親しみ

やすい配植・樹種構成とすることが望ましい。植栽

方式には、完成型、半完成型、将来完成型に分けて

対応する２５）。自然環境保全のための緑化では、生

態系の保全のため、樹種は周辺植生の構成種に合わ

せることが望ましい２５）。そこで、主な施工箇所で

あるのり面や環境施設帯等について示すものとする。

　４－１　法面緑化手法

　１５年以上経過した盛土法面樹林化個所を追跡調査

したところ、ほぼ順調な生育が認められ、草刈りの

軽減、周辺環境との調和や環境保全等への貢献が確

認されており、盛土法面においては従来の植栽技術

がそのまま利用できることが確認されている２３）。

一方、切土法面においては、法面自体の安定性等を

考慮のうえ、草本により初期の侵食を抑制し、後は

自然の遷移に委ねるのが基本であり２５）、３０年程度

経過した切土法面に侵入した木本類（自生種）の生育

が確認されている２４）。法面樹林化技術を時間的側

面から捉えると、自然植生遷移による方法と遷移を

早める方法とに分類される１４）。そこで、環境に留

意する場合は、樹林の早期回復が必要であり、従来

手法では効率的な切土法面樹林化は困難なため、試

行錯誤が続いている状況である。

　ここでは、主に切土法面樹林化の課題および技術

動向について述べるものとする。

１）技術的な課題

　一般的な切土法面では、のり勾配や土質条件等が

良くなく、交通安全等をも考慮すると、高木林は避

けたほうがよいと思われる。また、初期管理作業の

低減対策、積雪寒冷地での技術確立や法面の安定性

に対する対応等が求められる。

�木本種子による方法

　法面の環境条件に適合した生育が期待でき、施工

が容易であり、将来的には植生遷移に委ねることが

期待できるという長所がある反面、導入植物（数種

類）および導入時期が限定される、確実でないとい

う短所がある。また、初期の法面侵食防止に必要な

草本類との混合比率が明確でなく、使用される木本

種子（肥料木）の多くが輸入であることも、生態的に

問題である１４，１５）。

�苗木による方法

　確実性が高い、導入植物や導入時期が限定されな

い、遷移を早く進ませ安定した樹林の成立が期待で

きる反面、施工が余り容易でない等の短所がある。

　また、自生種を使用しその地域の遺伝子を継承す

るという生態系を乱さない利点がある。

　従来のコンテナ苗は容器内で育成させた苗木を容

器から取り出し、植穴に植え付ける方法であり、根

鉢が小さく植え付ける手間が必要であった。そこで、

底面にスリットがある小さな座布団状の袋に土・肥

料等を入れ、種子を育成し根系が発育した状態の袋

をそのまま土壌の表面に袋ごと釘で固定するユニッ

ト工法がある（Fig.3～5）。樹種に関係なく、①種子
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から苗を作成できる、②袋ごと張り付けるため法面

や根系を傷めない、③施工が容易で手間がかからな

い等の特徴がある１４，１５）。

�表土による方法

　確実性が高い、原状復旧に近く自然環境保全に最

適、将来的には遷移が早く進み易くなる反面、施工が

比較的容易でないという短所がある。他の方法との

併用が最も望ましい方法であると言えるが １４， １５， ２３）、

採取基準等の確立が必要である。

２）技術的動向

　木本種子吹付けによる方法は望ましい方法である

が、現在の技術では予備的な手法としてしか使用で

きない。最も重要な問題は、自生種を確実に生育さ

せることが非常に困難であるということである。苗

木については、マルチング（雑草防除や乾燥防止等

を目的として植生導入を行う植栽基盤表面を藁や化

学繊維シート等で被覆する工法）２９）による維持管

理軽減・施工時期拡大、ユニット化による施工時期

拡大・法面安定・施工性向上等による改良が実施さ

れている。表土については、木本種子や苗木との併

用が最も成績がよくなる。現在のところ、ユニット

苗を利用する方法が最も現実的であると思われる。

ユニット苗は、現地で種子を採取し、二世苗木をユ

ニット苗で１年程度馴化させ、採種した土地に自然

復元のため使用する。また、マルチング効果（維持

管理低減・活着率向上・水分保持・雑草防除）があ

り、施工性（基盤に釘打ちで固定）や移植性（生育

基盤ごと移動）に優れている１４，１５）。

　４－２　環境施設帯整備手法

１）環境施設帯

　環境施設帯は、「道路環境保全のための道路用地

の取得及び管理に関する基準について（昭和４９年４

月１０日付建設省都市局・道路局長通達）」により規

定されている道路環境対策の一つである２７）。この

通達によれば、良好な生活環境を保全する必要があ

る場合で、高速道路（自動車専用道路）の場合には車

道端から１０～２０ｍの土地を取得し、路肩、歩道、植

樹帯および副道等を含めて設定することができる。

２）特徴等

　植樹帯の幅は、環境施設帯の幅員が１０ｍの場合で

は３ｍ以上、２０ｍの場合では７ｍ以上とされており、

各種の環境保全効果を発揮させ、樹木等の良好な生

育を図るため、植樹帯の幅を多層構造にする例が多

い２７）。多層構造にすることにより、遮蔽効果、防

音効果および大気汚染物質吸着等のフィルター効果

を最大にすることができる１７，２２，２５）。また、道路

法面を植樹帯として活用することにより、これらの

効果をさらに高めることが可能となる１０，１７）。

　環境施設帯の植栽形式については、一般的に広幅

員の植樹帯では自然式植栽とし、狭幅員の植樹帯で

は規則式植栽とするのがよい２５，２７）。自然式植栽は

中心となる主木を高木、中木および低木毎に定め、

まとまりが失われないように配慮しつつ、ランダム

に植栽するものである。この植栽方式の長所は、樹

種にもよるが、比較的管理作業のインターバルを長

く取ることが可能となる点にある。規則式植栽は植

栽間隔・密度も樹種や形状寸法毎に統一したもので

あり、同一パターンの繰返しが多い１０，１７）。一般的

に、環境施設帯が設置される場合は直ちに環境保全

効果を必要とする場合が多いため、早期に効果が期

待できるような計画が必要とされるが、施工時期に

より樹木の大きさを変化させる場合がある２５，２７）。

３）効果

　環境施設帯の主な効果としては、生活環境保全効

果、景観向上効果および緑陰効果が想定される。景

観向上効果および緑陰効果については、樹木を利用

する緑化の特徴であり、他章でも言及されているの

で、そちらを参照されたい。環境施設帯に特に期待

される効果は、当然のことながら生活環境保全効果

である。この効果の中には、交通騒音低減効果およ

び大気浄化効果がある１０，１７）。

４）新しい効果等

　環境施設帯は、住居連担地域の沿道住民に対する

生活環境保全のために、緑地帯や遮音壁等の各種施

設を設置した最終的な環境対策である。しかし、最

近の関心事である自然環境保全については、個別に

対策が行われている段階であり、各機関において各

種対策を模索しているのが現状である。そこで、環

境施設帯を広義に解釈し、自然環境への配慮を含ま

せた環境施設帯を考慮する必要がある。すなわち、

生活環境のみでなく、自然環境への対策としての機

能を持たせて、環境施設帯の定義や機能等について

再整理を行う必要がある。そこで、バッファゾーン

を設置し、周辺地域の動植物層等に対応した施設帯

として整備していくことが考えられる１２，１５）。

　環境施設帯には、各種の機能があるが、各々の機

能の評価があまり行われていなかったのが現状であ

る。今後は機能の評価を行い、各機能の高度化等た

めに必要とされる手法の確立が求められている。

　４－３　道路林
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　道路林については今のところ明確な定義はない。

しかし、ＪＨ（Ｊａｐａｎ Ｈｉｇｈｗａｙ Ｐｕｂｌｉｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）で

は従来から盛土法面緑化を実施してきており、一部

切土法面緑化も行っている。また、環境保全が必要

な地域については環境施設対等の整備を行ってきた。

地域によっては雪崩防止林や地吹雪防止林を整備し

ているところもある。その意味では鉄道において整

備されてきた鉄道林と類似しており、樹木の機能を

利用した「人工林」と言える。そこで、正確には道

路環境林とでも呼ぶべきかもしれないが、ここでは

自動車道路では重要となる、自然環境・生活環境に

関する影響を相互に緩和する樹林帯を総称して道路

林と呼ぶことにする。

　近年、道路林としては、発生源に近いこともあり、

ＣＯ２固定効果を求められることが多い。温室では

ＣＯ２施肥が行われており、ＣＯ２濃度が高い方が樹木

の成長もよい（Fig.6）。そこで、土壌の生産性向上や

木材等の有効利用を、地域性を考慮して計画してい

く必要がある。これらは、主に高木性の樹木を使用

するため盛土法面が中心となり、切土法面に関して

は環境復元を中心とし中低木を利用した林となるも

のと考えられる。また、法面の土壌改良等の考慮や

樹木生産性維持のための成育状況把握手法の開発が

求められるものと言える５，９，１９，２９）。また、成育結

果としての木材等の利用手法としては、地域産業で

の利用や炭化・ガス化等による燃料化等のバイオマ

ス利用が想定される。

　切土法面樹林化に関しては、ツタ類の利用、新し

い植物、新しい法面安定工、新しい緑化工法および

境界領域の検討等により、追跡調査もふまえ、実用

性のある手法の開発を行っていく必要がある。また、

このように整備されていく道路林に関しては、道路

交通に対する安全確保のための根系分布のあり方お

よび根系誘導、総合的および時間的な評価となる自

然度評価のための植生遷移度を利用した到達率の考

え方等の検討が必要となってきている１５）。現在の

ところは、開発区間にある自生している植物の種子

を利用する事により、経済的に生態系の根本である

植生の保全が可能な工法である、ＪＨにおいて開発

されたユニット苗工法が最適である。

　５．おわりに

　ＩＳＯ１４０００シリーズに代表されるように、環境保

全に対する取組みは、外部処理への依存から内部目

的化することによる自主的取り組みへと変わりつつ

ある。これは、加害者も被害者になりうること、因

果関係が明らかでなく明確になった時点で対策を行

っても遅すぎる場合があること、そして一国での対

応は困難であること等の問題があるためである。我

が国においても、ＣＯ２ の発生源に近い都市域や道路

近辺での緑化により、効果的な固定を継続的に行う

ことが一層求められるようになっている。また、都

市部におけるヒートアイランド現象を防止するため、

人工植栽基盤による屋上緑化等が推進され、行政面

での優遇措置を伴った施策が実施されている。

　しかし、これらの機能を高度に保持するためには、

緑化木の維持管理が必要となり、そのため、緑化の

分野においても品質管理の考え方が重要となってい

る。すなわち、ある設定された管理目標を達成する

ために科学的なデータを収集し、それらに対応した

管理活動を行うことが求められている。そのために

も、ＱＣ（Ｑｕａｌｉｔｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ）活動がＱＣ七つ道具で発展

したように、樹木管理活動における「七つ道具」を

開発、整備していく必要がある。
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